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電
気
製
品
に
関
す
る
分
野
別
附
属
書

第
Ａ
部

対
象
範
囲

１

こ
の
分
野
別
附
属
書
は
、
第
Ｂ
部
第
一
節
に
特
定
す
る
各
締
約
者
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
電
気
製
品
で
あ

っ
て
、
当
該
締
約
者
に
お
い
て
適
合
性
評
価
機
関
が
実
施
す
る
適
合
性
評
価
手
続
の
対
象
と
な
る
す
べ
て
の
も
の
に
関
す
る

適
合
性
評
価
手
続
に
適
用
す
る
。

２

第
Ｂ
部
に
い
う
「
改
正
」
に
は
、
次
の
こ
と
を
含
む
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

一
方
の
締
約
者
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
己
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
。
こ
の

(a)
場
合
に
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。

一
方
の
締
約
者
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
己
の
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
を
廃
止
し
、
当
該
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則

(b)
に
代
わ
る
新
た
な
法
令
又
は
運
用
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問

わ
な
い
。
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一
方
の
締
約
者
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
己
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
関
連
部
分
を
他
の
法
令
又
は
運

(c)
用
規
則
に
組
み
入
れ
る
こ
と
。

第
Ｂ
部

第
一
節

電
気
製
品
を
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

欧

州

共

同

体

日

本

国

一

所
定
電
圧
の
範
囲
内
で
使
用
す
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
電

一

電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十

気
機
器
に
関
す
る
構
成
国
の
法
律
の
調
和
に
関
す
る
千
九

四
号
）
及
び
そ
の
改
正

百
七
十
三
年
二
月
十
九
日
付
け
の
閣
僚
理
事
会
指
令
七

三
・
二
三
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正
（
通
信
端
末
機
器
及

二

電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三

び
無
線
機
器
に
関
す
る
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
機
器

百
二
十
四
号
）
及
び
そ
の
改
正

に
関
す
る
部
分
を
除
く
。)

二

前
記
の
製
品
の
う
ち
電
磁
両
立
性
が
関
係
す
る
も
の
に

関
し
、
電
磁
両
立
性
に
関
す
る
構
成
国
の
法
律
の
近
似
化

に
関
す
る
千
九
百
八
十
九
年
五
月
三
日
付
け
の
閣
僚
理
事
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会
指
令
八
九
・
三
三
六
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正

第
二
節

技
術
上
の
要
件
及
び
適
合
性
評
価
手
続
を
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

欧

州

共

同

体

日

本

国

一

所
定
電
圧
の
範
囲
内
で
使
用
す
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
電

一

電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十

気
機
器
に
関
す
る
構
成
国
の
法
律
の
調
和
に
関
す
る
千
九

四
号
）
及
び
そ
の
改
正

百
七
十
三
年
二
月
十
九
日
付
け
の
閣
僚
理
事
会
指
令
七

三
・
二
三
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正

二

電
気
用
品
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
通
商
産

業
省
令
第
八
十
四
号
）
及
び
そ
の
改
正

二

こ
の
分
野
別
附
属
書
の
対
象
と
な
る
機
器
に
適
用
さ
れ

る
限
り
に
お
い
て
、
電
磁
両
立
性
に
関
す
る
構
成
国
の
法

三

電
気
用
品
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三

律
の
近
似
化
に
関
す
る
千
九
百
八
十
九
年
五
月
三
日
付
け

十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
五
号
）
及
び
そ
の
改
正

の
閣
僚
理
事
会
指
令
八
九
・
三
三
六
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の

改
正

四

電
気
用
品
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
取
扱
細

則
（
昭
和
五
十
年
五
十
資
公
部
第
百
九
十
二
号
）
及
び
そ
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の
改
正

第
三
節

指
定
当
局

欧

州

共

同

体

日

本

国

欧
州
共
同
体
の
指
定
当
局
は
、
欧
州
共
同
体
の
構
成
国
の
次

経
済
産
業
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

の
当
局
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局
と
す
る
。

ベ
ル
ギ
ー

経
済
省

デ
ン
マ
ー
ク

都
市
住
宅
省

電
磁
両
立
性
に
関
し
、

電
気
通
信
庁

ド
イ
ツ
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連
邦
労
働
社
会
省

電
磁
両
立
性
に
関
し
、

連
邦
経
済
技
術
省

ギ
リ
シ
ャ

開
発
省

ス
ペ
イ
ン

科
学
技
術
省
品
質
工
業
安
全
部

フ
ラ
ン
ス

経
済
財
政
産
業
省
産
業
・
情
報
技
術
・
郵
政
総
局
（
Ｄ
Ｉ

Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｉ
Ｐ
）

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

企
業
貿
易
雇
用
省

イ
タ
リ
ア

産
業
商
業
手
工
業
省
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ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ

運
輸
省

オ
ラ
ン
ダ

運
輸
公
共
事
業
省

オ
ー
ス
ト
リ
ア

連
邦
経
済
労
働
省

ポ
ル
ト
ガ
ル

ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
の
権
限
の
下
に
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
品
質
管
理
院
（
Ｉ
Ｐ
Ｑ
）

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

商
工
省

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
の
権
限
の
下
に
、
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認
定
適
合
性
評
価
庁
（
Ｓ
Ｗ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｃ
）

連
合
王
国

貿
易
産
業
省

第
四
節

指
定
基
準
を
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

欧
州
共
同
体
の
要
件
に
即
し
て
適
合
性
評
価
を
実
施
す
る
適

日
本
国
の
要
件
に
即
し
て
適
合
性
評
価
を
実
施
す
る
適
合
性

合
性
評
価
機
関
の
指
定
に
お
い
て
日
本
国
が
適
用
す
る
基
準

評
価
機
関
の
指
定
に
お
い
て
欧
州
共
同
体
が
適
用
す
る
基
準

一

所
定
電
圧
の
範
囲
内
で
使
用
す
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
電

一

電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十

気
機
器
に
関
す
る
構
成
国
の
法
律
の
調
和
に
関
す
る
千
九

四
号
）
及
び
そ
の
改
正

百
七
十
三
年
二
月
十
九
日
付
け
の
閣
僚
理
事
会
指
令
七

三
・
二
三
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正

二

電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三

百
二
十
四
号
）
及
び
そ
の
改
正

二

電
磁
両
立
性
に
関
す
る
構
成
国
の
法
律
の
近
似
化
に
関

す
る
千
九
百
八
十
九
年
五
月
三
日
付
け
の
閣
僚
理
事
会
指

三

電
気
用
品
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
通
商
産

令
八
九
・
三
三
六
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正

業
省
令
第
八
十
四
号
）
及
び
そ
の
改
正
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三

技
術
的
調
和
に
関
す
る
指
令
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
適

合
性
評
価
手
続
の
各
段
階
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
並
び
に
Ｃ
Ｅ
適

合
表
示
の
添
付
及
び
使
用
の
規
則
に
関
す
る
千
九
百
九
十

三
年
七
月
二
十
二
日
付
け
の
閣
僚
理
事
会
決
定
九
三
・
四

六
五
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正
が
考
慮
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。


